
平成２３年３月５日
酒田河川国道事務所

【道路災害情報（第８報）】
雪崩による国道１１２号月山道路通行止めについて

（山形河川国道事務所管内）

２月２７日１４時頃より雪崩の影響により国道１１２号月山
沢地内（月山ＩＣ～湯殿山ＩＣの間）において通行止めを行っ
ておりましたが、規制解除予定日時について、山形河川国道事
務所より、発表されたのでお知らせします。

内容については、山形河川国道事務所ホームページよりご覧
下さい。
http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 酒田河川国道事務所
〒998-0011 酒田市上安町1-2-1

ＴＥＬ０２３４－２７－３３３１（代表）
道路管理課長 本木 雅信


